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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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高原町の新型コロナウイルスワクチン接種状況について 
 高原町の新型コロナウイルスワクチンを接種された人数と接種率について報

告します。データは国のワクチン接種記録システム（VRS）に記録された数値を

用いています。 

集計日：令和４年８月 29日時点 

■１・２回目の接種人数・接種率 

 

■３回目の接種人数・接種率 

 

※ＶＲＳへの登録のタイミングにより、実際の接種人数と差が生じる場合があり

ます。 

※接種率については、12歳以上の住民基本台帳人口（Ｒ3.1.1時点）に対する割

合です。 

  

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

１回目接種 ７,６１６人 ３,５２０人 ９１．３３％ ９４．１９％ 

２回目接種 ７,５６９人 ３,５１３人 ９０．７６％ ９４．００％ 

 接種人数 接種率 

総数 

（１２歳以上） 

高齢者 

（６５歳以上） 

総数 

（１２歳以上） 

人口 8,339人 

高齢者 

（６５歳以上）

人口 3,737人 

３回目接種 ６,３９１人 ３,３６１人 ７６．６４％ ８９．９３％ 

問 ほほえみ館 担当：中村 みどり（なかむら みどり）☎0984-42-4820 

 

子宮がん検診について 
 高原町では、年度内に偶数年齢になる方を対象に子宮がん集団検診を実施して

います。 

 ９月は次の日程で予定していますが、未だ予約に空きがある状況です。 

 ぜひこの機会に受診をお願いします。 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №104 
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【検診日】令和４年９月 11日（日） 

【場 所】ほほえみ館中研修室（中研修室側玄関前に検診車が来ます） 

【対象者】20歳以上の女性のうち、年度内年齢が偶数の方 

    （令和４年度中に偶数年齢になる方） 

  

希望される方は、ほほえみ館健康づくり推進係（☏0984-42-4820）へお早めに

ご連絡ください。 

問 ほほえみ館 担当：中村 光希（なかむら みつき）☎0984-42-4820 

 

いきいき教室（脳活）開講と受講者募集のお知らせ 

 いきいき教室（脳活）とは、東北大学と公文学習療法センターが共同で開発し

たプログラムを用いて、脳の健康づくりを行う教室です。簡単な計算や読み書き

の問題をスラスラ解くことにより、脳の活性化を図ります。認知症の予防に非常

に効果的とされています。今回は令和４年 10 月に開講予定の教室の受講者と教

室サポーターを募集します。一緒に楽しく学習しましょう。 

 

〇開催日時……１０月～２月の毎週金曜日 午前中に開講予定。 

〇開催場所……ほほえみ館 

〇受講料 ……１,２００円／月 

〇参加条件……自分で会場まで来られる方。 

〇参加方法……ご希望の方は下記連絡先まで御連絡ください。定員 10名のため、

希望者多数の場合には、次回の教室開講時の予約となる場合があ

ります。 

ぜひ、皆様の御参加を心よりお待ちしております。 

問 ほほえみ館 担当：小城 大和（こじょう ひろかず）☎0984-42-2581 

 

ロコモ予防講座の開催について 

皆さんは、片脚立ちで靴下を履くことができますか？（できない方は要注意！） 

運動器の障がい（老衰、骨や筋肉、関節の病気など）のために、立つ・歩くな

どの移動機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム（通称：ロコモ）」

と言います。進行すると、トイレ・更衣・入浴などの日常生活活動にも影響し、

だんだんと介助が必要な状態となってしまいます。 

 コロナ渦での外出自粛等による運動不足を感じている方や介護予防に興味の

ある方の御参加をお待ちしています。 

 

１ 日  時  令和４年 10月６日（木）14：00～15：00（13：30～受付） 

２ 場  所  ほほえみ館 中研修室 

３ 内容・講師 ロコモ予防を目的とした講演と実践 

  宮崎大学医学部附属病院長  帖佐悦男 先生 

４ 対  象  おおむね 65歳以上の町民の方（定員 30名） 
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５ 申込方法  ９月 22日（木）までに、42-２５８１（ほほえみ館 高齢者 

あんしん係）までお申し込みください。 

開催にあたっては、消毒・換気等のコロナ感染予防対策を十分に講じるととも

に、感染状況により、内容等が変更となる場合がありますので、御了承ください。 

問 ほほえみ館 担当：岸元 あずさ（きしもと あずさ）☎0984-42-2581 

 

後期高齢者医療被保険者証に関する重要なお知らせ 
令和４年 10月１日から 75歳以上の方等で、窓口負担割合が１割の方のうち、

一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が２割になります。 

７月中に８月１日から使用できる保険証を交付していますが、窓口負担割合の

見直しに伴い、令和４年度は被保険者全員に対して、保険証を９月に再度交付し

ます。 

  

★保険証の有効期限に御注意ください。 

○現在、御使用中の保険証（水色）は、令和４年９月 30日まで使えます。 

○令和４年９月中に、令和４年 10 月１日から令和５年７月 31 日までの保険証

（橙色）を交付します。 

 

※２割負担の判定が令和４年８月中となるため、制度改正に影響のない３割負担

の方や、制度改正後１割負担のまま変更が生じない方についても、上記と同じ時

期に交付となりますので御了承ください。 

 

詳細については、宮崎県後期高齢者医療広域連合（0985-62-0921）までお問い

合わせください。 

問 町民福祉課 担当：川平 直人（かわひら なおと）☎0984-42-1067   

 

９月の人権相談特設会場開設日の変更について 

 ２０２２年ほほえみカレンダーでお知らせしている９月の人権相談特設会場

の開設日が、下記のとおり変更となりましたのでお知らせします。 

 

【特設人権相談開設日時及び場所】 

開 設 日：９月 15日（木）→ ９月 20日（火） に変更となります。 

開設時間：午前 10時から午後３時まで  

開設場所：高原町総合保健福祉センターほほえみ館 会議室 

 

上記特設会場のほか、法務局内の常設相談所でも相談をお受けしています。 

相談は無料で秘密は守られますので、お気軽に御相談ください。 

 

問 総合政策課 担当：今塩屋 博子（いましおや ひろこ）☎0984-42-2115 
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埋蔵文化財の保護のため開発や工事を行う場合は 

協議や手続が必要となります！ 
 高原町には多くの埋蔵文化財包蔵地があります。包蔵地内や周辺部では、開発

等を行う場合は、文化財保護法により協議・手続が必要となることがあります。

協議・手続を経ずに開発や工事を行っている事例が全国でも散見されており、あ

まりにも悪質な場合には、その企業等に対して、行政指導を行うことがあります。

包蔵地の確認や手続については、高原町教育委員会に一度御相談ください。 

※住宅基礎工事に伴う土地造成工事や伐根を伴う樹木伐採、畑地の耕作土をすき

取る工事等も対象となりますので、お気を付けください。 

 

●遺跡の照会について 

 開発や工事を計画した際には、その場所に遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）が

あるかどうかを早めに確認してください。照会の方法は以下のとおりです。 

①高原町教育委員会へ直接おいでいただき、確認する。 

②メール（kyousou@town.takaharu.lg.jp）で確認する。 

③ＦＡＸ（0984-42-3969）で確認する。 

※照会する際は、場所の分かる地図（住宅地図など）に場所を記していただくと

ともに、開発予定地の地番、問い合わせ会社名、担当者名、電話番号等を記載し

てください。 

 

●周知の埋蔵文化財包蔵地に係る土木工事の届出等について 

周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事の目的で発掘（発掘調査ではなく、土地の

掘削全般を指します）しようとする場合には、事業着手予定日の 60 日前までに

宮崎県教育委員会に届出を提出しなければなりません。 

 届出等は、必要事項を記載した届出書に添付書類等を添え、高原町教育委員会

を経由して行わなければなりません。 

 届出様式等については、高原町ホームページにも掲載しておりますが、わから

ない場合等はお気軽に教育委員会へ御確認ください。 

 

●その他 

 土地所有者又は占有者が出土品の出土等により遺跡と認めるものを発見した

時には、現状を変更することなく届け出る必要があります。 

 埋蔵文化財包蔵地ではなくても、地下に埋設された遺物や遺跡が発見される場

合もありますので、速やかに高原町教育委員会に御相談ください。 

問 教育総務課 担当：山下 浩樹（やました ひろき）☎0984-42-1484 

 

令和４年度新しいまつり（仮称）の作品募集について 

●募集内容  絵画、書幅、生け花、工芸品など 

       ※生涯学習講座などの団体に属していない個人で作成された 

作品についても受け付けています。 
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●申込期限  令和４年９月 30日（金） 

        ※事前申込のない展示作品の持ち込みは対応できません。 

●申 込 先  高原町中央公民館（高原小学校前） 

        ※申込用紙は、中央公民館にあります。 

●展示期間  令和４年 10月 22日（土）時間未定 

              23日（日）時間未定 

        ※詳細については、後日、お知らせします。 

●展示会場  高原中学校校舎内１階（展示ホール、廊下） 

        ※例年と会場が変更となっておりますので御注意ください。 

●そ の 他  作品搬入  

令和４年 10月 21日（金）午後を予定しています。 

         

       御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 教育総務課 担当：原田 朋子（はらだ ともこ）☎0984-42-1484 

 

体力テストの開催について 

 高原町スポーツ推進委員連絡協議会では、20 歳以上の方を対象とした体力テ

ストを次のとおり開催いたします。 

各項目の測定結果で、御自身の体力が、同年代の人と比較してどの程度なのか、

体力年齢が何歳なのか等が分かりますので、日頃から、運動をしている方だけで

はなく運動をしていない方もこの機会に、ぜひ参加をお待ちしております。 

 

１ 開催日時 令和４年 10月 16日（日）午前９時～午前 11時 30分（予定） 

 

２ 主  催 高原町スポーツ推進委員連絡協議会 

 

３ 場  所 高原町民体育館 

 

４ 測定内容  

●20歳～64歳の方 

①握力  ②上体起こし  ③長座体前屈  ④反復横とび 

⑤20ｍシャトルラン    ⑥立ち幅跳び 

 

●65歳～79歳の方（80歳以上で測定を希望される方も参加可能です。） 

①ＡＤＬ（日常生活活動テスト） ②握力      ③上体起こし 

④長座体前屈 ⑤開眼片足立ち  ⑥10ｍ障害物歩行 ⑦６分間歩行 

 

５ 申 込 先 高原町教育委員会社会教育係（高原町中央公民館内） 

令和４年 10月 14日（金）午後５時まで（土日祝日除く） 

６ そ の 他 

・参加料は無料です。 
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・事前に体調チェックをお願いします。 

・運動できる服装で、体育館シューズやタオル、水分補給の飲み物、マスク等

を各自、持参してください。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止となる場合がありま

すので、予め御了承ください。 

問 教育総務課 担当：中別府 宏貴（なかべっぷ ひろき）☎0984-42-1484 

 

第１９回ほほえみミニバレーボール大会の開催について 

 高原町スポーツ推進委員連絡協議会主催の第 19 回ほほえみミニバレーボール

大会を下記のとおり開催します。初心者の方も大歓迎ですので、一緒にミニバレ

ーを楽しみましょう。 

１ 開催日時 令和４年 11月６日（日）午前８時 30分～（午前中で終了予定） 

２ 場  所 高原町民体育館 他 

３ 参 加 料 無料 

４ 参加資格 

・町内在住者、町内に勤務する方、主催者が参加を認める方 

・チーム内で監督（責任者）、主将、審判員（主審または副審１名、ライン

ズマン２名、点字員１名）を選任すること。 

５ チーム編成 

男女混成チーム（女性を２名以上入れる。女性のみも可） 

●39歳以下の部   ●40歳～59歳以下の部   ●60歳以上の部 

※年齢下クラスに参加することは良いが、逆は認めない。 

６ 競技方法 宮崎県ミニバレーボール規則を準用し、詳細は監督会議において

決定する。 

７ 申 込 先 高原町教育委員会社会教育係（高原町中央公民館内） 

８ 申込期限 令和４年 10月 26日（水）午後５時まで（土日祝日除く） 

９ 監督会議 日時 令和４年 11月２日（水）午後７時～ 

場所 高原町中央公民館２階会議室 

※組み合わせ抽選も行いますので、必ず各チーム１名参加してく

ださい。欠席の場合は、欠場になります。 

10 その他 

・事前に体調チェックをお願いします。 

・運動できる服装で、体育館シューズやタオル、水分補給の飲み物、マスク等 

を各自、持参してください。 

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止となる場合がありま 

すので、予め御了承ください。 

問 教育総務課 担当：中別府 宏貴（なかべっぷ ひろき）☎0984-42-1484 

 

さといも疫病対策について 
 例年、台風通過後に疫病が多発します。事前・事後の対策を実施しましょう。 
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台風前後の対策 

★台風前にはジーファイン水和剤またはランマンフロ 

アブルの散布を行う。また、ほ場内に水が留まらない 

ように排水路を確保する。 

★台風通過後に被害が拡大した場合は、できるだけ早く 

収穫するか、ダイナモ顆粒水和剤またはアミスター２０ 

フロアブルを散布する。 

  ※農薬の使用前には必ずラベル記載の内容を確認し、 

登録の内容どおりに使用してください。 

収穫後の対策 

ほ場内の病原菌を減らした状態で次作を迎えられるように、収穫後の対策を 

実施しましょう。 

★収穫後の残さを速やかにロータリーで破砕し、しっかりと分解させる。 

★土手や木陰に生えている野良生えのさといもを除去したり、除草剤で枯 

らす。 

※詳しい内容については、西諸県農業改良普及センター（☎0984-23-5105）へお

問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：六部一 智久（ろくぶいち ともひさ）☎0984-42-5132 
 

かんしょ苗に対する補助について 

高原町単独事業で下記のとおりかんしょ作付けに対する補助を行っております。 

○高原町かんしょ生産体制強化事業 

事業名 補助対象経費 補助率 補助対象者 

青果用か

んしょ生

産支援事

業 

青果用かんしょ苗購入

に係る経費 

７,０００円／１０a 

（上限７０，０００

円） 

青果用かんしょ

を１０a 以上作

付する町内かん

しょ生産農家 

かんしょ

疫病対策

事業 

苗消毒剤購入に係る経

費 

事業費（消費税除く）

の 

１／３以内 

町内かんしょ生

産農家 

・青果用かんしょを作付けしている圃場面積に対して、苗購入経費を補助いたし

ております。 

 作付けしており、申請していない方は下記にて申請受付をお願いいたします。 

●受付期間 令和４年９月１日～令和４年９月 30日（土日祝除く） 

８：30～17：00 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課 

●必要書類 印鑑、青果用かんしょの作付け圃場がわかるもの、完納証明書 

●注意事項 収穫前に作付け状況を確認する必要があるため、なるべく早めの申

請をお願いします。 

御不明な点等ございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
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園芸関係補助事業について 

 高原町単独事業で園芸関係者の補助事業を下記のとおり実施しております。 

○きばる高原町の園芸農家情熱的活力支援事業   

事業名 補助対象経費 補助率 補助対象者 

園芸作物基

盤強化支援

事業 

園芸に関する機械導
入費やハウス施設整
備に係る経費（部会
等地域で取り組む場
合に限り、生産向上
を目的とする資材の
導入も対象） 

１／３以内 
（上限 500,000円） 

認定農業者、新規就
農者、農業後継者、
農業法人、営農集団
及び任意団体（ＪＡ
の部会等）、今後経
営改善計画の認定
を受ける意思があ
る者 

園芸用ハウ

ス新設移設

支援事業 

園芸用ハウスの新
設、移設に係る経費 

１／３以内 
（上限 500,000円） 

畑かん受益地での
ハウス新設又は、畑
かん受益地へのハ
ウス移設を行う園
芸作物生産者 

スマート農

業技術導入

促進事業 

園芸に関するスマー
ト農業機械の導入
費、スマート農業施
設の整備に係る経費 

１／３以内 
（上限 500,000円） 

認定農業者、認定新
規就農者、新規就農
者、農業後継者、農
業法人、営農集団及
び任意団体（JAの部
会等） 

施設園芸省

エネルギー

化促進事業 

①新たに２重・３重
被覆を設置する際の
整備に係る経費 
②ハウス内張り資材
（省エネルギー資
材）の導入に係る経
費 
③被覆資材の更新に
係る経費 

①１/２以内 
②③１/３以内 
 
（上限 450,000円） 

高原町内施設園芸
農家 

●受  付 随時 平日 ８：30～17：00 

●受付場所 高原町役場 農畜産振興課 

●必要書類 印鑑、見積書、カタログ、高原町税完納証明書 

●注意事項 令和５年３月までに導入が見込まれるものに限ります。 

 御不明な点等ございましたら、下記連絡先にお問い合わせください。 

問 農畜産振興課 担当：石崎 宙也（いしざき ひろや）☎0984-42-5132 
 

 














































